
   石巻市物産展等出展支援補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内産品の販路拡大、市の物産振興の推進及びＰＲを行うこと目的

に、宮城県外で開催される物産展等に出展する中小企業者等に対し、予算の範囲内に

おいて石巻市物産展等出展支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することにつ

いて、石巻市補助金等の交付に関する規則（平成１７年石巻市規則第４７号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 中小企業者等 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規

定する中小企業者及び市内産品の販売を目的に設立された一般社団法人をいう。 

 (2) 物産展等 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する物産展、イベント等を

いう。 

 (3) 市内産品 市内で生産又は製造された農林水産物、食品、飲料、工芸品等をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内に本店又

は主たる事務所若しくは事業所を有する中小企業者等であって、次の各号に掲げる要

件の全てを満たすものとする。 

 (1) 宮城県外で開催される物産展等に出展し、本市の知名度を向上させる市内産品の

販売を行うこと。 

 (2) 物産展等の会場で本市のＰＲ（本市の文字が入ったのぼり旗又は看板の設置、パ

ンフレットの配置等をいう。）を行うこと。 

 (3) 市税の滞納がないこと。 

 (4) 許認可等を必要とする物産展等に出展する場合にあっては、当該許認可等を受け

ていること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。 

 (1) 石巻市暴力団排除条例（平成２４年石巻市条例第４２号）第２条第４号に規定す

る暴力団員等 

 (2) 政治活動又は宗教活動を目的とする者 

 (3) 公序良俗に反する業務を行っている者 

 (4) 物産展等への出展について、国、地方公共団体その他これらに準ずると認められ

る公的機関から補助金、負担金等の金銭的支援を受けている、又は受ける見込みのあ

る者 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断す

る者 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、物産展等



への出展に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。 

 （補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、１０万円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、同一の補助対象者につき、同一年度において２回を限度とする。た

だし、本市から又は本市の依頼に基づき一般社団法人石巻観光協会を通じて出展要請

のあった物産展等への出展に係るものについては、この限りでない。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、石巻市物産展

等出展支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、物産展等に

出展する２週間前までに市長に提出しなければならない。 

 (1) 出展する物産展等の内容、出展料等が確認できる書類 

 (2) 市税に滞納がないことを証する書類 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の

交付の可否を決定し、石巻市物産展等出展支援補助金交付可否決定通知書（様式第２

号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。 

 （変更等の承認） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号の

いずれかに該当するときは、あらかじめ石巻市物産展等出展支援補助金事業変更（中

止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 (1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配

分額のいずれか低い額の２０パーセント以内の範囲で流用を行おうとする場合を除く。 

 (2) 補助金の交付の決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更しよ

うとするとき。ただし、補助事業の目的及び事業能率に関係がない事業内容の細部の

変更である場合を除く。 

 (3) 補助事業を中止しようとするとき。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を

決定し、石巻市物産展等出展支援補助金事業変更（中止）承認（不承認）決定通知書

（様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して１４日を経過

した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い

日までに、石巻市物産展等出展支援補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 事業実績が確認できる写真 



 (2) 領収書等の補助対象経費の支出が確認できる書類の写し 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助

事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、石巻市物産展等出展支援補助金確定通知

書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第１１条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、石巻市物産展等出展支援補

助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

 (1) 補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助

金の交付を受けた場合 

 (2) 補助事業者が補助金を他の用途に使用した場合 

 (3) 補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこ

れに基づく市長の処分に違反した場合 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があ

ると認める場合 

２ 前項の規定は、第１０条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、

石巻市物産展等出展支援補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により速やかに補

助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消

した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき

は、補助事業者に対し、石巻市物産展等出展支援補助金返還命令書（様式第９号）に

より、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 （指導監督） 

第１４条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるとき

は、補助事業者に対し、補助事業に関して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又

は必要な事項を指示することができる。 

 （関係書類の整備） 

第１５条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び当該収支に係る証

拠書類を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後５



年間保存しなければならない。 

 （その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 （石巻市物産市等開催・参加支援事業費補助金交付要綱の廃止） 

２ 石巻市物産市等開催・参加支援事業費補助金交付要綱（平成２４年石巻市告示第１９

０号）は、廃止する。 

  



別表（第４条関係） 

補助対象経費 摘 要 

１ 出展料／

出店料 

主催者が定めた出展者負担金及び出展（出店）料をいう（光熱水費及

び備品使用料を含む。）。 

２ 搬送料 出展物品の搬送費用をいう（自ら搬送する経費を除く。）。 

３ 交通費 原則として公共交通機関の運賃等とし、自家用車を利用する場合は、

燃料費（旅程１キロメートル当たり１５円を乗じて得た額）及び高速

料金の実費とする。 

４ 宿泊費 甲地方 １人１泊につき１３，１００円を限度とする。 

乙地方 １人１泊につき１１，８００円を限度とする。 

５ その他 １の項から４の項までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める

経費 

 備考 

  １ 交通費及び宿泊費の補助対象人数は、２人以内とする。 

  ２ 甲地方とは、東京都、大阪府及び直近の国勢調査による人口が２０万人以上の市

の地域をいい、乙地方とは、甲地方に属さない地域をいう。 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

石巻市物産展等出展支援補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

 石巻市長（あて） 

 

申請者 住所又は所在地  

名 称  

代 表 者 氏 名  

 

 石巻市物産展等出展支援補助金の交付を受けたいので、石巻市物産展等出展支援補助金

交付要綱第６条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額  金           円 

 

２ 事業概要 

物産展等の名称  

開 催 場 所  

主 催 者 名  

期 間     年  月  日（ ）～    年  月  日（ ） 

出 店 品 目  

出展（店）者 出展（店）責任者              参加人数   人 

 

３ 事業予算額                           （単位：円） 

区 分 予算額 内 訳 備 考 

出展（店）料    

搬 送 料    

交 通 費    

宿 泊 料    

そ の 他    

合 計  
交付申請額は、合計額に２分の１を乗じて得た額（１，０００円

未満切捨て）とし、１０万円を限度とする。 

 

４ 添付書類 

 (1) 出展する物産展等の内容、出展料等が確認できる書類 

 (2) 市税に滞納がないことを証する書類 

 (3) その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第７条関係） 

石巻市（  ）指令第  号 

 

石巻市物産展等出展支援補助金交付可否決定通知書 

 

住所又は所在地  

名 称  

代 表 者 氏 名  

 

    年  月  日付けで申請のあった石巻市物産展等出展支援補助金の交付に

ついて、下記のとおり決定したので、石巻市物産展等出展支援補助金交付要綱第７条の規

定により通知します。 

 

    年  月  日 

 

石巻市長          印   

 

記 

 

１ 交付の可否  可  ・  否 

 

２ 交付しない場合の理由 

 

３ 補助金交付決定額  金           円 

 

４ 交付の条件及び留意事項 

 (1) 事業内容を変更し、又は中止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受け

ること。 

 (2) 補助事業が完了したときは、完了の日から起算して１４日を経過した日又は補助

金の交付の決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、実績

報告書を提出すること。 

 (3) 石巻市補助金等の交付に関する規則及び石巻市物産展等出展支援補助金交付要綱

を遵守すること。 

 (4) 前３号に掲げる条件に違反したときは、本決定の全部又は一部を取り消し、補助

金の返還を命ずることがある。 

  



様式第３号（第８条関係） 

 

石巻市物産展等出展支援補助金事業変更（中止）承認申請書 

 

年  月  日 

 

 石巻市長（あて） 

 

申請者 住所又は所在地  

名 称  

代 表 者 氏 名  

 

    年  月  日付け石巻市（  ）指令第  号で石巻市物産展等出展支援

補助金の交付の決定を受けた補助事業について、下記のとおり変更（中止）したいので、

石巻市物産展等出展支援補助金交付要綱第８条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

区 分 □ 変更    □ 中止 

変更（中止）の理由  

変 更 の 内 容  

 

【事業予算額】                           （単位：円） 

区 分 
予 算 額 

内 訳 備 考 
変更前 変更後 

出展（店）料     

搬 送 料     

交 通 費     

宿 泊 料     

そ の 他     

合 計     

 



様式第４号（第８条関係） 

石巻市（  ）指令第  号 

 

石巻市物産展等出展支援補助金事業変更・中止承認（不承認）決定通知書 

 

住所又は所在地  

名 称  

代 表 者 氏 名  

 

    年  月  日付けで変更（中止）承認申請のあった石巻市物産展等出展支

援補助金に係る補助事業の変更（中止）について、下記のとおり決定したので、石巻市物

産展等出展支援補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

    年  月  日 

 

石巻市長          印   

 

記 

 

決 定 内 容 承 認  ・  不承認 

物産展等の名称  

特 記 事 項  

不承認の理由  

  



様式第５号（第９条関係） 

 

石巻市物産展等出展支援補助金実績報告書 

 

年  月  日 

 

 石巻市長（あて） 

 

報告者 住所又は所在地  

名 称  

代 表 者 氏 名  

 

    年  月  日付け石巻市（  ）指令第  号で交付の決定のあった石巻

市物産展等出展支援補助金に係る補助事業の実績について、石巻市物産展等出展支援補助

金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業実施概要 

物産展等の名称  

開 催 場 所  

期 間     年  月  日（ ）～    年  月  日（ ） 

事 業 成 果 

○イベント概要を簡潔に記載してください。 

 

 

○イベント集客数       人    ○販売金額        円 

 

２ 事業決算額                           （単位：円） 

区 分 予算額 決算額 内 訳 備 考 

出展（店）料     

搬 送 料     

交 通 費     

宿 泊 料     

そ の 他     

合 計     

 

３ 添付書類 

 (1) 事業実績が確認できる写真 

 (2) 領収書等の補助対象経費の支出が確認できる書類の写し 

 (3) その他市長が必要と認める書類 



様式第６号（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 住所又は所在地 

 名 称 

 代 表 者 氏 名         様 

 

石巻市長          印   

 

石巻市物産展等出展支援補助金確定通知書 

 

    年  月  日付け石巻市（  ）指令第  号で交付決定（及び    

年  月  日付け石巻市（  ）指令第  号で変更承認決定）した石巻市物産展等出

展支援補助金について、下記のとおりその額を確定したので、石巻市物産展等出展支援補

助金交付要綱第１０条の規定により通知します。 

 

記 

 

 交付確定額  金           円 

  



様式第７号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

石巻市物産展等出展支援補助金交付請求書 

 

 石巻市長（あて） 

 

請求者 住所又は所在地  

名 称  

代 表 者 氏 名  

 

    年  月  日付け第  号で確定通知のあった石巻市物産展等出展支援補

助金について、石巻市物産展等出展支援補助金交付要綱第１１条第２項の規定により、下

記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求額  金           円 

 

２ 振込先口座 

金融機関名 

銀行 

信金・信組 

農協・信漁連 

金融機関コード     

支店名 

（店名） 

本店 

支店 

支店コード 

（店番） 
    

預金種別 □ 普通   □ 当座 
口座番号 

（右詰め） 
       

フリガナ  

口座名義人  

備考 

 １ 口座は、法人の場合は法人名義、個人事業主の場合は申請者本人名義の口座を指定

してください。 

 ２ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の「店名・店番・口座番号」を記入してください。 

 ３ 預金通帳の写し（通帳の表面と通帳を開いた１・２ページ目の写し）又はキャッシ

ュカードの写しを添付してください（金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口

座名義人名・フリガナが確認できるもの）。 

  



様式第８号（第１２条関係） 

石巻市（  ）指令第  号 

 

石巻市物産展等出展支援補助金交付決定取消通知書 

 

住所又は所在地  

名 称  

代 表 者 氏 名  

 

    年  月  日付け石巻市（  ）指令第  号で交付の決定をした石巻市

物産展等出展支援補助金について、石巻市物産展等出展支援補助金交付要綱第１２条第１

項の規定により、下記のとおり既交付決定額の（全部・一部）を取り消したので、同条第

３項の規定により通知します。 

 

    年  月  日 

 

石巻市長          印   

 

記 

 

１ 既交付決定額  金           円 

 

２ 交付決定取消額  金           円 

 

３ 取消しの理由 

 

  



様式第９号（第１３条関係） 

石巻市（  ）指令第  号 

 

石巻市物産展等出展支援補助金返還命令書 

 

住所又は所在地  

名 称  

代 表 者 氏 名  

 

    年  月  日付け石巻市（  ）指令第  号で交付の決定をした石巻市

物産展等出展支援補助金について、石巻市補助金等の交付に関する規則第１８条及び石巻

市物産展等出展支援補助金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおり返還を命じます。 

 

     年  月  日 

 

石巻市長          印   

 

記 

 

１ 交 付 済 額  金           円 

 

２ 返還請求額  金           円 

 

３ 理 由   

 

４ 納 付 期 限   

 

５ 返還の方法  同封の納付書により返還すること。 

 

６ 延滞金について 

  石巻市補助金等の交付に関する規則第１９条の規定により、上記納付期限までに納付

しなかったときは、納付期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額

につき年１０．９５％の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 


